
日時： 令和4年10月7日（ 金） 14: 00～16: 00 

場所： 名古屋能楽堂 会議室 

会 議 次 第 

１  開会 

２  あいさつ 

 ３  議事 

  (1)  本丸搦手馬出周辺石垣の修復について ＜資料1＞ 

    (2)  令和4年度の二之丸庭園の追加の発掘調査について ＜資料2＞ 

    (3)  西之丸展示収蔵施設周辺の整備について ＜資料3＞ 

    (4)  鵜の首（ 小天守西） の水堀側石垣根石発掘調査について ＜資料4＞ 

    (5)  特別史跡名古屋城跡石垣保存方針について ＜資料5＞ 

４  その他 

５  閉会 
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本丸搦手馬出周辺石垣の修復について

（１）案内図 （２）記念物指定範囲図

本丸

御深井丸

西之丸

二之丸

石垣積直し箇所
(本丸搦手馬出)

石材仮置場
(二之丸南東空堀)

盛土仮置場
(二之丸北東空堀)

2

石材仮置場
(本丸北東内堀)

石材仮置場
(本丸南東内堀)

（３）施工位置図
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本丸搦手馬出周辺石垣の修復について

①（４）施工内容図面 計画平面図

3

凡例

：掘削ライン
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本丸搦手馬出周辺石垣の修復について

②（４）施工内容図面 石垣修復標準断面図

4
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本丸搦手馬出周辺石垣の修復について

③（４）施工内容図面 石垣修復事業計画図

凡例

：令和4年度施工

：令和5年度施工

：令和6年度以降施工

5

櫓台 櫓台
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本丸搦手馬出周辺石垣の修復について

④（４）施工内容図面 石材等運搬ルート図

6
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本丸搦手馬出周辺石垣の修復について

⑤（４）施工内容図面 仮設平面図

7
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本丸搦手馬出周辺石垣の修復について

⑥（４）施工内容図面 仮設断面図

8
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本丸搦手馬出周辺石垣の修復について

⑦（４）施工内容図面 雑工（除草）平面図

9
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本丸搦手馬出周辺石垣の修復について

（６）令和４（2022），５（2023 ①）年度施工内容図面 平面図

11

凡例

：令和4年度施工

：令和5年度施工
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本丸搦手馬出周辺石垣の修復について

（６）令和４（2022），５（2023 ②）年度施工内容図面 標準断面図

12

凡例

：令和4年度施工

：令和5年度施工
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本丸搦手馬出周辺石垣の修復について

凡例

：令和4年度施工

：令和5年度施工

13
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（６）令和４（2022），５（2023）年度施工内容図面
③石垣修復積直し範囲



令和4年度の二之丸庭園の追加の発掘調査について 

１． 調査目的 

 北園池北側石組の復元において、図1の赤破線に相当する園路が3案推定される(写真2)。過年度の調査では

園路に関する遺構は確認されておらず、石A・石Bの北側は調査が行われていない。 

 園路遺構や近世遺構面、石の据付け(原位置からの移動の有無)を確認し、園路のルートや形状を復元するため

①)の情報を得るため、石組復元箇所周辺を再調査する(トレンチ。また、石Cの北側も調査し、石の据付け(原

②)位置からの移動の有無)と園路遺構を確認する(トレンチ。 

２． 北園池北側石組の復元案 

 案１：石A・石Bの北側を通る案 

案２：案１同様に石A・石Bの北側を通るが、園路が現状の地形では急勾配となることから、現状より遺構面

が低い案 

案３：石A・石Bの南側を通る案 

写真2 園路推定

図1 復元箇所(御城御庭絵図部分) 写真1 現況(南から撮影) 

案1,案2

案3

石C
石A

石B

石C
石A

石B

３． 追加発掘調査地点案 

トレンチ1 1.8ｍ×1.2ｍ程度 

トレンチ2 3m×2.5ｍ程度 

遺構検出の範囲 8㎡程度 

 遺構面まで表土層を除去した後、面的に精査する。 
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西之丸展示収蔵施設(※) 周辺の整備について

１．発掘調査の成果

（１）六番御蔵（３頁：図２）

 ・礎石・地覆石やその抜き取り痕跡、建物基礎の布掘りの跡から、南北２０間、東西４間（１間：

６尺３寸＝191cm）で構成される蔵の規模・位置を確認した（図２－１）。復元される礎石の配

置からは、南北４間、東西４間の５つの空間に区分され、それぞれに戸前がつくと推定される。

 ・蔵の母屋の西側（入口側）から約１間西側に円礫（多くは３個で１セット:写真２－１）が

南北方向に２～３ｍ間隔で並ぶことが確認された。庇を支える柱の礎石の下部にある根固めの

石であると考えられる。礎石自体は残存していないものの根固め石の位置から庇の柱礎石の配

置は復元できる。

 ・礎石の間に配置される地覆石は、１間あたり５石～７石配置される。地覆石の抜き取り痕跡

から地覆石は蔵を全周していたのではなく、蔵の東側全面と南側の東から２間分のみ配置して

いたことが判明した。また、基礎の布掘り跡を掘削したことで、礎石を設置した後に、基礎の

布掘り埋土を掘り込んで地覆石を設置したことが分かった。

 ・礎石は、母屋縁辺のものは硬質砂岩で平面はほぼ正方形に加工される。母屋内部の礎石のうち、

中央部分（東端から２間目／西端から２間目）のものは、大型の花崗岩を使用したものと推定

される。それ以外の礎石は、硬質砂岩で不定形（正方形でない）か。地覆石は硬質砂岩で平面

二等辺三角形状に加工された間知石である。

 ・ 蔵の西側、南側には、母屋の周囲を巡るように底面にタタキを伴う近代水路が検出された。

この近代水路とは別に、蔵の東側には南北方向に走る素掘り溝が確認され、六番御蔵の雨落ち

溝と推定される。

 ・蔵の西側の近代水路のさらに西側には、幅75cm～80cmで南北方向に延びる瓦を立てて敷

き詰めた遺構が検出された（写真２－２）。この遺構の両側はタタキや瓦の細片を含む土で固め

ている。瓦と共に部分的にレンガの使用が見られることから近代の遺構であり、表面の瓦や石

材の摩耗具合等から当時は地表面に露出していたと推定されるが、遺構の性格については現時

点では不明であり類例の検討が必要である。

（２）一番御蔵（４頁：図３）

 ・A区とB区では、母屋の礎石の抜き取り痕跡が確認され、蔵の北端と東端が判明した。その

礎石の間隔（柱間）は６尺５寸（197cm）である（図３－１・２）。

 ・A区・B区では、蔵の母屋の周囲を巡る溝および溝を埋めたタタキを確認した。一番御蔵が

近代に倉庫として利用された際に建物周りに巡らされた水路と推定される。この水路の範囲は、

倉庫として使われる以前の一番御蔵の範囲を反映していると考えられるため、水路の位置を手

掛かりにすると南側の端も推測可能である。

・ C区では、蔵の西端の礎石位置は確認できなかったが、南北方向に延びる石組水路を検出した。

この水路は『金城温古録』に記載されている「水道」と推定されるため（６頁：図６－３）、一

番御蔵の西端はこの水道より東に位置すると考えられる。

  ⇒  北側と東側で検出した礎石の抜取り痕跡から建物の北東隅を決め、そこを起点に『金城温
古録』に記載された寸法で建物を図上配置すると、南側は近代水路（またはタタキ）、西側は水

道の内側に収まる。また、検出した礎石推定位置と柱間（１間：６尺５寸）から、『御本丸御深

井丸図』に記載された間数で復元した蔵跡の位置とも一致する。以上の、調査結果と絵図情報

から一番御蔵の位置は高い確度で推定可能であると考える（図３－４）。

 ・B区の北側では、建物の戸前に付随すると考えられる断続的に瓦を立てて敷き詰めた遺構が

確認された。しかし、その南側で検出した庇の柱の礎石が埋まった後に溝を掘りこんで瓦を並

べていることから、戸前が作られた当初のものではなく、後に作られたものである（当初の戸

前の雨落ち溝はその下部にある）（写真３－２・３）。

  ⇒  戸前は東西約3.5ｍ、南北約２ｍに復元され、隣の戸前との間隔は4.5ｍほどになると推定

される。また、『金城温古録』には、戸前は六口あったことが記されている。これを図上で復元

すると西側に偏ることから、戸前の規模や間隔が一定でなかった可能性がある。

（３）二番御蔵（５頁：図４）

 ・ D、E区では、礎石や雨落ち溝等があったと推定される位置に瓦の廃棄坑や現代の攪乱があり、

蔵跡に関する情報は得られなかった（図４－１・２）。

 ・F区では、昭和時代と推定されるレンガの基礎を検出したため、部分的に深掘りをして下部

の状況を確認したが、蔵跡に関する遺構は認められなかった（図４－３）。

（４）御蔵御門・水道（５頁：図４）

 ・一番御蔵と二番御蔵の間に構えられた御蔵御門については、礎石等確実な遺構は検出してな

いがC区中央に南北に並ぶ石材を多く含む遺構が確認された。これは、門の東側の門柱・控柱

の礎石の抜取り痕跡の可能性がある（西側は不明）（図４－１）。

 ・C区中央には南北方向に延びる水道（石組水路）を検出（写真４－１・２）。水道の石組は積

み直されたり拡張されながら使用されてたことが分かっている。水道底面の標高から、水は北

に向かって流れ、西之丸北側の石垣内の樋から外堀に排出されたと推定される。

 ・水道が通っていたと想定していたJ区には、水路の底面の標高より深いところまで、近代の

建物基礎（軽禁錮か）が入っており、水道の位置は確認できなかった（図５－４）。

（５）五番御蔵（６頁：図５）

 ・G区では、近代建物（伝染病檻か）の基礎の地業が確認されたため、一部を深掘りして下部

の状況を確認したが、五番御蔵の庇や母屋の礎石、雨落ち溝等蔵跡に関する情報は得られなかっ

た（図５－１）。

 ・H区では、蔵跡廃絶後に施工された道路面を検出したため、一部を深掘りして下部の状況を

確認した。近世初頭に遡る土坑を確認したが、蔵跡に関する遺構は認められなかった（図５－２）。

※ 令和３年（2021）11月「名古屋城西の丸御蔵城宝館」として開館

１．発掘調査の成果

２．発掘調査結果等を踏まえた修景イメージ（素案）について

52全体
資料３ －１
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： 米蔵の推定位置： 今回の発掘調査区

六
番
御
蔵

六
番
御
蔵

五番御蔵五番御蔵

一番御蔵一番御蔵二番御蔵二番御蔵

三番御蔵三番御蔵

四番御蔵四番御蔵

： 過去の発掘調査区等

（ 凡例）

N

0 20ｍ

（ 縮尺 1:500）

図１ 発掘調査区

展示収蔵施設

事務所
 売店

A区A区

B区B区

C区C区

D区D区

E区E区

F区F区

G区G区 H区H区

I区I区

J区J区
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（ 1: 200）

庇
戸前（入口）

緑枠：六番御蔵（母屋）の範囲

　　　（南北38.7m×東西8.1ｍ）

写真２ －１ 庇の礎石下の根固め石（ 南から）

写真２ －４ 礎石・ 地覆石の深掘り （ 南東から） 写真２ －５ 礎石・ 地覆石の設置状況（ 南西から）

写真２ －２ 瓦敷き遺構（ 南から）

庇の推定範囲

赤枠：基礎の布掘りの範囲

写真２ －３ 南側の地覆石（ 南から）

図２ －２ 絵図記載の六番御蔵

Ⅰ区

図２ －１ 六番御蔵の調査区（ Ⅰ区）

母屋の柱の礎石抜き取り痕

庇の柱の礎石堀方（根固め石）

母屋の柱の礎石

戸前（入口）の推定位置

布掘り
雨落ち溝 布掘りの埋土

地覆石の掘方の埋土

近代建物（倉庫）に

附属する水路

六番御蔵に伴う雨落ち溝

タタキ

瓦敷き

盛土（瓦細片含む）

近代水路

地覆石地覆石

礎石の抜き取り痕跡（タタキ充填）礎石の抜き取り痕跡（タタキ充填）

図２ 六番御蔵の調査

0 10m

御蔵土台廿一間五寸

※38.33m

（
本
文
）
四
間
二
尺

※
7
.8

8m

『 金城温古録』

『 名古屋離宮榎多門内総図』
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図３ 一番御蔵周辺の調査

52全体
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タタキの範囲

庇の柱の礎石

戸前の推定位置

瓦敷き遺構

写真３ －３写真３ －３

写真３ －２写真３ －２

写真３ －２ Ｂ 区戸前礎石と 瓦敷き遺構（ 東から）

写真３ －３ Ｂ 区戸前の雨落ち溝（ 西から）

戸前が作ら れた当初の

雨落溝

戸前が作ら れた当初の

雨落溝

瓦敷き遺構の掘方瓦敷き遺構の掘方

戸前が作られた当初の地面戸前が作られた当初の地面

Ｂ 区
Ａ 区

図３ －３ 絵図記載の一番御蔵

写真３ －１ A 区の礎石抜き取り 痕跡

　 　 　 　 　 　（ タ タ キ充填）　（ 南から）
図３ －１ 一番御蔵の調査区（ A 区）

図３ －４ 一番御蔵の復元図

Ｂ 区

1
3

.7m

1.4m

六番御蔵六番御蔵

□： 礎石推定位置 ■、 は痕跡あり
　（ 内部は不明なため省略）

 ・蔵跡の推定範囲を示す緑枠は、北側、東側の礎石抜き取り痕跡を起点に『金城温古録』記載の大きさで配置したもの。

□ ・礎石推定位置を示す赤のは、北側・東側の礎石抜き取り痕跡を起点に『御本丸御深井丸図』に記される柱（礎石） 

    を１間＝６尺５寸で配置したもの。

 ・戸前の推定位置を示す橙枠は、B区で検出した戸前の位置を２間間隔で配置したもの。

一番御蔵一番御蔵

0 10ｍ（ 1:300）

近代建物（倉庫）に附属する水路

近世（～近代）の水道

近代建物（倉庫）に附属する水路

A 区

Ｃ 区

太
コ
塀
七
間
半

四
間
二
尺
二
寸

六尺

※
1
3

.6
5
m

※1.82m

南土台通り長二十九間三尺

※
7

.9
4
m

※53.63m

※53.14m ※　 7.87m

東西 27 間、 南北４ 間

倉庫砲兵第一方面名古屋支署事務室

『 御本丸御深井丸図』

『 金城温古録』

『 名古屋離宮榎多門内総図』

（ 1: 80）0 ４ m

（ 1: 80）0 ４ m

図３ －２ 一番御蔵の調査区（ Ｂ 区）
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4 間７ 寸（ 7.49ｍ）4 間７ 寸（ 7.49ｍ） ３ 間（ 5.91ｍ）
※　 １ 間＝６ 尺５ 寸換算

３ 間（ 5.91ｍ）
※　 １ 間＝６ 尺５ 寸換算

発掘調査で検出し た礎石抜き取り 痕の可能性がある遺構発掘調査で検出し た礎石抜き取り 痕の可能性がある遺構

『 金城温古録』 から推定さ れる礎石位置『 金城温古録』 から推定さ れる礎石位置

『 御本丸御深井丸図』 から推定さ れる礎石位置『 御本丸御深井丸図』 から推定さ れる礎石位置

近代建物（砲兵第一方面名古屋支

署事務室か）に伴う水路

近代建物（砲兵第一方面名古屋支署事務室か）の基礎抜き取り痕？

近世（～近代）の水道

御蔵御門の礎石抜き取り痕か タタキの範囲

図４ 二番御蔵周辺の調査

Ｃ 区

Ｄ 区

Ｅ 区

Ｆ 区

図４ －４ 絵図記載の二番御蔵

写真４ －１ 水道の蓋石（ 南から）

写真４ －２ 水道（ 南から）

桝部分桝部分

御蔵御門の
礎石抜取り
痕跡か

御蔵御門の
礎石抜取り
痕跡か

Ｃ 区
Ｄ 区Ｅ 区

Ｆ 区

図４ －１ 二番御蔵等の調査区（ C 区・ D 区）

図４ －２ 二番御蔵の調査区（ Ｅ 区） 図４ －３ 二番御蔵の調査区（ Ｆ 区）
図４ －５ 二番御蔵の復元位置

※
1

.8
2

m

※7.48m※17.57m

※
24

.54
m

※8.06m

※59.04m ※7.87m

折廻三拾間 四間梁 Ａ ーＢ：     9 間＝17.71ｍ
Ｂ ー C： 13 間＝25.58m

『 御本丸御深井丸図』 『 金城温古録』

東
土
台
通
十
三
間
三
尺

南土台長九間四尺

四 間 二 尺 六 寸

御門前四間七寸

入
三
尺
八
寸

塀
長
一
間

塀
長
一
間

ＡＢ

Ｃ

0 10ｍ（ 1:300）

 ・ 緑破線は、一番御蔵の西端（推定）から『金城温

　古録』に記載された距離をとって二番御蔵を配置

　したもの。

・青破線は、一番御蔵の西端（推定）から『御本丸

　御深井丸図』に記載された距離をとって二番御蔵

　を配置したもの。石垣

（ 1: 100）0 ５ m

５



図６ 名古屋城西之丸の絵図
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６

（ 1: 100）0 5m

近代建物（軽禁錮か）に伴う水路

近代建物（軽禁錮か）の基礎と根固め石

（ 1: 100）0 5m

（ 1: 100）0 5m

G 区

Ｈ 区

Ｊ 区

図５ 五番御蔵周辺の調査

近代建物（伝染病檻か）に付属する水路

大正４年（1915）の

大正天皇御大礼に際して

敷設された道路

大正４年（1915）の

大正天皇御大礼に際して

敷設された道路

写真５－２写真５－２

過去の調査で検出した

水道（近世～近代？）

図５ －３ 絵図記載の五番御蔵

写真５ －１

建物基礎の地業
写真５ －２

深掘り 内の近世初頭の土坑（ 北東から）

図５ －１ 五番御蔵の調査区（ G 区） 図５ －２ 五番御蔵の調査区（ H 区）

図５ －４ 水道の調査区（ J区）

図５ －５ 絵図記載の近代建物

『 御本丸御深井丸図』 『 金城温古録』

『 名古屋離宮榎多門内総図』

拾五間 三間梁
※29.84m ※　 　 　 　 6.18m

（ 本文） 東西長十六間二尺五寸、 巾三間二尺四寸

※29.52m ※5.9m

（
二
番
）
御
蔵

此
圜
内
古
瓦

片
付
候
積

（ 四番） 御蔵

（ 五番） 御蔵

（ 三番） 御蔵

（ 一番） 御蔵

（ 四番） 御蔵

（ 三番） 御蔵

（ 五番） 御蔵

（ 一番） 御蔵（ 二番） 御蔵

御
蔵
御
門

一番御蔵

五番御蔵四番御蔵

三番御蔵

二番御蔵

六
番
御
蔵

水
道

倉
庫

倉庫

倉庫

伝染病檻

軽禁錮

重禁錮

錣
工
場

砲兵第一方面名古屋支署事務室

木工及鞍工場

図６－１　御深井丸内諸御役人詰所御作事本〆所諸番所建

※方指図（名古屋城蔵）に加筆宝暦年間（1751-1764）の写し

図６－３ 金城温古録（名古屋市蓬左文庫蔵）に加筆　

※　 万延元年(1860)献上

図６－４ 名古屋離宮榎多門内総図（宮内庁宮内公文書館蔵）　

※に加筆　 明治33年(1900)

図６－２ 御本丸御深井丸図（名古屋市博物館蔵）に加筆　

※天保５年（1834）以前

勘
定
場

米
計
場

勘
定
場

勘
定
場
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2. 発掘調査結果等を踏まえた修景イメージ（素案）について

（１）位置や規模に関するこれまでの経過
〇三番、四番御蔵の建物は、「御本丸御深井丸図」に柱芯を合わせた
〇一番、二番、五番御蔵は「御本丸御深井丸図」により平面表示設計
〇六番御蔵は、試掘調査の結果と「金城温古録」により平面表示設計
（金城温古録は土台周り、御本丸御深井丸図は柱芯で描かれている）

（３）発掘調査等を踏まえた整備手法への追加事項
〇六番御蔵の遺構表示（素案）
・礎石・地覆石、それらの抜き取り痕跡、建物基礎の布堀り跡から蔵
の規模・位置を特定したことから、遺構跡を具体的に表現する。

〇御蔵御門・水道の遺構表示（素案）
・御蔵御門について、東側の礎石の抜き取り痕跡の可能性がある遺構
を確認した。また、絵図情報〔精査中〕を考慮し、西側の礎石の位
置が推定できることから、礎石を表現する。

・また、水道が検出されたことから、遺構跡を表現する。

〇一番御蔵の遺構表示（素案）
・母屋礎石の抜き取り痕跡から蔵の北端、東端が判明した。また、水
道位置から南端も推定できた。絵図情報〔精査中〕を考慮すると西
端も推定が可能な事から、遺構跡を表現する。

〇二番御蔵、五番御蔵等の遺構表示（素案）
・今回の発掘調査で蔵跡に関する遺構は認められなかったため、絵図
情報〔精査中〕に基づき遺構跡を表現する。

・また、米計り場・勘定場（二番御蔵と三番御蔵の間に存在が想定さ
れる）について、絵図情報〔精査中〕に基づきどのような表現が可
能か検討をする。

（２）整備方針・整備手法の再確認
〇整備の方針

①一番御蔵、二番御蔵、五番御蔵、六番御蔵の平面表示を行う。
②平面表示にあたり、位置の検証及び遺構面の深さを把握するため、発掘
調査を実施する。

③発掘調査により得られた情報と絵図情報とを突き合わせて検証し、平面
表示の位置を決定する。

〇整備手法
④施工にあたっては原則盛土構造とし、遺構との間に十分な保護層を確保
する。

⑤一番御蔵、二番御蔵、五番御蔵については、長方形の割石を用いて建物
の輪郭を表現し、内側は真砂土舗装を行うことにより御蔵の土間を表現
する。六番御蔵については、すでに確認されているような礎石と地覆石
のイメージでの表示を行う。ただし、今後の発掘調査で蔵に関する新た
な情報が得られた場合はこの限りではない。

⑥蔵の設置時期の差異表示については、色目の違う舗装（例えば白系と茶
系）を施して説明板を設置するなどの差別化を検討する。

（４）修景イメージ（素案）
・西之丸展示収蔵施設周辺全景
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観覧客通路
【脱色アスファルト舗装】

野芝
又は高麗芝

野芝
又は高麗芝

礎石（庇）
【加工石材等】

地覆石
【自然石】

建物境界
【加工石材等】

礎石（母屋）
【自然石】

水道【着色As】

①六番御蔵 ②御蔵御門・水道

8
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水道の蓋石
【自然石】

御蔵御門・控柱礎石
【自然石】

二番御蔵
蔵跡表示

一番御蔵
蔵跡表示

●六番御蔵における修景ポイント

・礎石（母屋）及び地覆石は、抜き取り痕跡、建物基礎の布堀り跡から蔵の規
模・位置が特定できたことから、近似した石材（自然石）で遺構を表現する。

（地覆石は、発掘で確認された東側・南側の東２間分を表現する。）

・上記以外の建物境界は石材加工品等で表現する。

なお、戸前部は石材加工品等を設置しないことで表現する。

・礎石（庇）は、礎石の根固め石と想定される円礫が確認できたことから、
位置を表現することし、石材加工品等で遺構位置を表現する。

・母屋部・庇部の舗装部分は、色調を変える事で属性の違いを表現する。

観覧客通路
【脱色アスファルト舗装】

●御蔵御門・水道における修景ポイント

・御蔵御門の礎石（一番御蔵側）は、抜き取り痕跡の可能性がある遺構を検出
したことから、近似した石材（自然石）で表現する。

・また、御蔵御門の礎石（二番御蔵側）は上記及び金城温古録〔精査中〕に基
づく位置関係から位置が推定できることから、同様に近似した石材（自然
石）で表現する。

・水道は遺構として検出され位置が特定できたことから、着色アスファルト等
で表現する。

・また、水道の蓋石が検出されたことから、近似した石材（自然石）で表現す
る。

※ 材質等については現時点の想定である。



蔵跡表示はフラット
南端には境界表示を行わない
（二番御蔵跡は石垣下にも存在するため）

建物境界
【加工石材等】

脱色アスファルト舗装（既存）

蔵跡表示はフラット建物境界
【加工石材等】

既存樹木は、景観形成、緑陰
確保等の観点から原則として保存

蔵跡表示はフラット 建物境界
【加工石材等】

野芝又は高麗芝

土系固化舗装等
観覧客通路
【脱色アスファルト舗装】

蔵跡表示はフラット 建物境界
【加工石材等】

③二番御蔵（北側）

観覧客通路
【脱色アスファルト舗装】

③二番御蔵（北側）

9
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⑤一番御蔵

⑥五番御蔵

※ 材質等については現時点の想定である。

④二番御蔵（南側）



鵜の首（ 小天守西） の水堀側石垣根石発掘調査について 

● 調査の概要

・ 鵜の首（ 小天守西） の水堀側石垣（ 以下「 鵜の首水堀側石垣」 という。） の

変状及び根石の状況等を確認し、その安定状況を確認するため、２ か所発

掘調査を実施する（ 別添図参照）。  

● 調査に至る経緯 

・ 鵜の首水堀側石垣については、平成29年度（ 2017） 石垣カルテを作成し、

近代（ 濃尾地震後） に積み直しがなされていること、裾部付近に突出（「 孕

み出し」） があることを確認し、 この突出が近代の積み替えに起因する可

能性を考えた。  

・ 鵜の首部分は、来場者の主たる通路にあたることから、更に詳細に石垣の

安定状況を確認するため、 築石の背面、 石垣の地下部分に対して、 令和3

年度(2021)に、 レーダー探査を行った。  

・ レーダー探査の結果からは、鵜の首部分が中央に盛土を持つ構造であるこ

とを確認したが、 根石付近については情報が得られなかった。  

・ これらの結果について、 令和4 年（ 2022） 3月に開催された石垣・ 埋蔵文

化財部会に諮ったところ、築石背面の栗石の厚さや築石の控え長などの面

に不安定な要素が認められるとの指摘を受け、あわせて根石周りは発掘調

査によって確認するよう指導を得た。  

・ 以上のような経緯を踏まえて、発掘調査によって根石付近の安定状況を確

認することとし、 令和4年（ 2022） 9月7日の石垣・ 埋蔵文化財部会に諮

った。同日午後現地にて、調査区を広めに設定すること、南側に接する石

垣面の状態もよく ないため、その入角部分も調査対象とするよう指導を受

けた。  

● 調査の目的 

・ 鵜の首水堀側石垣の安定性の検討材料とするため、上述の築石突出部の根

石付近の変状の有無等を確認する。  

・ 鵜の首水堀側石垣南端部及び入角をなす南側の石垣面の地下部分の変状の

有無を確認する。  

・ 加えて、根石前面の堀底の土層堆積状況等、本来の遺構の残存状況を把握

する。  

52全体
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● 調査区の設定

・ 築石の突出部分の前面において、根石付近の地業等の痕跡も確認できるよ

う南北８ ｍ×東西５ ｍ（ 40㎡） の調査区、南端部分で南北５ ｍ×東西５ ｍ

（ 25㎡） の調査区を各１ か所設定する。なお、石垣面への影響を考慮し、

実際の掘削範囲は、 調査区の中で必要最小限とする。  

・ イ調査区は、調査範囲内に石垣の突出部分に加え、石垣面・ 内堀底面を対

象としたレーダー探査の測線を含むように設定する。  

・ ロ調査区は、入隅(入角)をなす2面の石垣の地下部分が確認できる位置に

設定する。  

● 掘削の方法 

・ 人力掘削を基本とする。重機による掘削を行う場合は、表土の掘削に限定

して使用する。  

・ 層序を確認しつつ掘り下げ、江戸時代の遺構面まで掘削を行う。なお、江

戸時代の包含層以下の掘削については、掘削範囲、掘削深等について慎重

に判断し、 最小限の範囲とする。  

・ 水堀に近いこともあり、地盤が緩い状態である可能性を考慮し、掘削に際

し、 安全に十分配慮する。  

● 埋め戻しの方法

・ 調査終了後は遺構面を山砂(約5cm)で保護した後、 内堀内での調査と同様

に、 以下の方針で埋め戻す。  

・ 石垣際については、割栗石を組み叩き込む。また、栗石の間隙には、改良

土（ 掘削土に消石灰を重量比2％添加したもの） を充填する。  

・ 埋め戻しは、 上述の改良土により行い、 適切に転圧する。  
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特別史跡名古屋城跡石垣保存方針について 

2022年10月７日 第52回 全体整備検討会議 

１  特別史跡名古屋城跡石垣保存方針の作成状況 

事 項 内  容 

平成29年 

石垣カルテ作成開始 

三の丸を含む特別史跡内を対象 

・オルソ写真作成、カルテ作成 

平成30年5月 

「特別史跡名古屋城跡

保存活用計画」(以

下、保存活用計画) 

策定 

石垣の保存管理方法（一部抜粋） 

・現存遺構の適切な保存管理を行う 

・石垣カルテを作成し、特別史跡名古屋城跡全体の石垣の現

況及び崩落等の危険度、各時代における修復や改変、災害や

戦災等による被害や修復の内容等を把握するとともに、日常

的な観察及び維持管理を行い、必要に応じて石垣カルテの追

加・更新を実施する 

・石垣カルテを踏まえて、石垣の保全方針を定める 

令和2年（2020） 

第34回石垣部会 

石垣カルテの様式修正 

・天守台石垣の「外観調査」と様式の整合 

令和4年（2022）3月 

天守台石垣の保存方

針概要整理 

（石垣保存の原則） 

 石垣の本質的価値を適切に保存するため、a:「保存のための

管理」を継続的に行うほか、変形・破損が進んでいる石垣に

ついては、b:「修理（復旧）」を適切に行う。 

 あわせて、c:「石垣についての調査研究」を進める 

令和4年（2022） 

「石垣保存方針の策

定」計画実施中 

オルソ作成、カルテ作成状況は別添図の通り。 

石垣カルテの整理、保存方針策定にあたっての課題の抽出と

検討を実施中 

表１ 名古屋城石垣保存方針の経緯 

２  石垣保存方針の構成・ 内容 

Ａ 現況把握 

  ・現地調査、石垣カルテ作成と分析 

  ・歴史資料等の検討 

B 石垣の評価と課題の把握 

  ・石垣面ごとの評価 

  ・課題（保存上・活用上）の抽出 

  ・課題の整理 
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C 保存・修復の考え方整理 

  ・課題に対する対応の検討 

    修理等の必要性検討、整備等の方向性検討 

３  現時点の課題 

『保存活用計画』策定後、各所の石垣調査が進展し、石垣面の現状とその課題が明

らかになってきた。特に、石垣面の現地調査を進める中で、廃城期以降に、石垣面の

一部が様々な理由で改変された石垣面が多くあることを把握した。それらの石垣の中

には、外観上の改変だけでなく、技術的な問題点、使用石材の問題などにより、石垣

の安定性の面でも課題があることも分かってきた。 

 今後、石垣保存方針を定め、城内の保存・整備を進めていく中では、一部分が改変

されたような、『保存活用計画』では位置づけが曖昧であった石垣面をどのように扱う

べきか、方針を定める必要がある。 

図１ 特別史跡内の失われた石垣（土塁・堀等） 
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表２ 改変された石垣の位置づけ 

４  廃城期以降に改変された石垣の取り扱いについての考え方 

『特別史跡名古屋城跡保存活用計画』での整理 

〇近代に形成された石垣・土塁・堀等は、「歴史的経緯を示す諸要素」として整理 

〇整備の方向性 

失われた石垣・土塁・堀・建造物等については、来場者が往時の名古屋城の姿を実感し

理解を深めることができるような整備等を行う 

＜石垣・土塁・堀の復元整備＞ 

改変の内容 石垣の事例 保存活用計画での位置づけ 

石垣（雁木含む）撤去 ・本丸表二之門雁木 

・本丸搦手馬出境門内側石垣 

・二之丸東二之門枡形石垣の一部 

歴史的特徴等の調査研究を行うとと

もに、その復元整備の可否について

慎重に検討し、個別事例ごとに判断

する 

石垣埋め立て ・本丸大手馬出の西側石垣は埋め

られている 

修復復元することにより特別史跡の

本質的価値の理解を促進させるもの

として、調査研究、復元整備の可否

について重点的に検討 

石垣新設 ・本丸大手馬出の埋め立てに伴

い、南側の堀に石垣新設 

・榎多門枡形跡の改変時に新たに

構築された石垣 

「歴史的経緯を示す諸要素」 

近代～現代の石垣の修

復工事（昭和45年の整

備事業以前）による石

垣面の一部の改変 

・小天守西側の内堀本丸側石垣、

小天守西の鵜の首水堀側石垣は、

濃尾地震の後に積み直し 

・小天守西の石垣では、本来の石

垣が嵩上げされている 

「本質的価値を構成する要素」 

修復工事以外での石垣

面の一部改変 

・天守台石垣（外部及び穴蔵石

垣）は、現天守閣再建工事により

積み直し。穴蔵石垣では、根石部

分を残して、大半を積み直し 

「本質的価値を構成する要素」 
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近現代に撤去または改変された石垣・土塁・堀については、歴史的特徴等の調査研

究を行うとともに、その復元整備の可否についても慎重に検討し、個別事例ごとに判

断する。 

本丸大手馬出の西側の堀など、修復復元することにより特別史跡名古屋城跡の本質

的価値の理解を促進させるものについては、重点的に検討を行う。 

『名古屋城石垣保存方針』における基本的な考え方（案） 

〇撤去された石垣、新設された石垣については『保存活用計画』にて整理済み。 

〇近世からの石垣の一部が、近現代に改変されている場合 

 石垣面としては、特別史跡の本質的価値を構成する要素と評価する。 

現地調査、資料調査等の結果、廃城期以降に改変されたことが明らかな部分につい

ては、本質的価値の理解促進に資するよう、原則として修復復元することを前提に検

討する。 

廃城期から昭和44年(1969)までに修復された石垣面についても、石垣の安定性の観

点も含め、必要に応じて改めて修復復元することを検討する。 

その具体的な取り扱い方針としては、失われた石垣と同様、歴史的特徴等の調査研

究を行うとともに、その復元整備の可否について慎重に検討し、個別事例ごとに判断

する。 
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図３ 穴蔵石垣BA05の事例 

 現在の床上部分はすべて改変されているが、

地下部分では本来の石垣が残存している 

図４ 小天守西側内堀石垣U57の事例 

金城温古録では、途中で段差が表現されている

が、現在は平坦となっており東側が嵩上げ。西側

は濃尾地震後に積み直しされている。 
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